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第１章第１章第１章第１章        総則総則総則総則    

（名称） 

第１条 本会は、「九州大学ラグビー部ＯＢ会」と称し、略称を「玄友会」とする。 

 

（本部の所在地並びに支部） 

第２条 本会は、本部を福岡市に置き、支部を九州、関東、関西とする。地域区分は付則において定める。 

 

第２章第２章第２章第２章    目的と事業目的と事業目的と事業目的と事業    

（目的） 

第３条 本会は、九州大学ラグビー部の永続的発展のため物心両面にわたる支援を行うと共に、会員相互

の親睦・交流を図ることを目的とする。 

 

（事業）  

第４条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。 

 （１）九州大学ラグビー部に対する物心両面にわたる援助。   

 （２）会員相互の親睦を図るための会合、その他行事の開催。 

 （３）会員名簿の作成並びに「玄友」の発行。 

 （４）その他本会の目的を達するために必要な事業。 

 

第３章第３章第３章第３章    会員会員会員会員    

（会員） 

第５条 本会の会員は、九州大学ラグビー部を卒業した者又は九州大学ラグビー部の発展に寄与した者

で会長が認めた者により構成される。 

 

（年会費） 

第６条 会員は、年会費を納入しなければならない。 

 ２ 年会費は、男子会員１万５千円、女子会員１万円とする。但し、高齢者（６５歳相当の卒業後４３

年経過以降）、あるいは特別な理由の申し出がある場合は、任意の金額での納入を可能とする。 

 

（除名） 

第７条 会員に不都合な行為があった場合、また本会の体面を著しく汚した場合など会員として不適格

と判断される者は、役員会において除名をすることが出来る。 
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第４章第４章第４章第４章    総会総会総会総会    

（総会の決議事項）  

第８条  総会は、次の事項を審議、決議する。 

 （１）規約の改正。 

（２）事業報告及び決算報告（年会費の入金状況を含む）。  

（３）事業計画及び予算。 

（４）役員の選任。 

（５）その他本会の運営に関する重要事項。 

 

（総会の開催） 

第９条 定時総会は、会長が招集し、年に一回行う。 

 ２ 会長は必要に応じて、臨時総会を開催することが出来る。 

 

（総会の招集） 

第１０条 総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、事前に通知しなければならない。 

（１）総会の日時、場所。 

（２）総会の議案、目的事項。 

（３）総会での議決方法（総会に出席しない会員が書面、メール等によって議決権を行使することが出

来ることとするときはその旨と方法） 

２ 前項の招集通知は、ＯＢ会名簿に記載の住所への郵送、又はＯＢアドレス帳に登録された会員メー

ルによって行うものとする。 

 

（総会の決議） 

第１１条 総会の決議は、出席会員の過半数をもって行う。 

２ 第８条（１）の規約の改正の決議は、出席会員の３分の２以上をもって行う。 

 ３ 総会に出席しない会員が書面又はメール等によって議決権を行使することが出来ることとした場

合には、書面又はメール等によって行使された議決数は出席した会員の議決権に算入する。 

 

（議長） 

第１２条  総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。 

 

（議事録） 

第１３条 総会の議事録を作成する。 

 ２ 議長は、出席会員の中から議事録署名人２名を指名する。 

３ 議事録は「玄友」に掲載する。総会終了後は、結果を速やかに会員に報告するため会員メール等で

通知する。 
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第第第第５５５５章章章章    役員役員役員役員他他他他    

（役員） 

第１４条 本会には、次の役員を置く。 

 （１）会長     １名                

 （２）副会長    １名       

 （３）支部長    ３名    

（４）幹事長    １名 

（５）副幹事長   若干名 

（６）部会長    若干名 

（７）会計監査    ２名                

 

（役員の選任） 

第１５条 役員は、総会の決議によって選任される。  

 

（任期） 

第１６条 役員の任期は２年とする（定時総会から２年後の定時総会まで）。但し、総会の決議によって

再任を妨げない。 

 

（役員の任務） 

第１７条 会長は、本会を代表し会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。 

３ 支部長は、支部に必要な体制を組織し、支部の運営に当たる。 

４ 幹事長は、会務を企画、執行する。また設置された部会を統括する。 

５ 副幹事長は、幹事長の業務を分担、補佐する。 

６ 部会長は、部会を構成し、委任された業務を自主的に計画し、実行する。 

 ７ 会計監査は、本会の会計を監査する。 

  

（監督団） 

第１８条 監督団は、監督、コーチをもって構成し、人選は担当部会が行い、役員会の議を経て決定し、

幹事長が委嘱する 

２ 監督団は、九州大学ラグビー部学生の心技両面にわたる指導、育成を行う。 

 

（名誉職） 

第１９条 本会には、顧問、相談役、名誉会員を置くことが出来る。選任、任期は、役員会において決定

する。 

 

 

 



                                         

4 
 

第第第第６６６６章章章章    役員会役員会役員会役員会    

（構成）  

第２０条 役員会は、第１４条の役員をもって構成する。 

 ２ 役員会は、テレビ電話、遠隔テレビ会議等のネット会議機能を利用し参加出来るものとする。 

３ 役員会には、オブザーバーとして監督団、部長（大学）、現役（主将、主務、マネージャー他部員）

も参加出来るものとする。 

 

（役員会の権限）  

第２１条 役員会は次に掲げる職務を行う。 

（１）九大ラグビー部の運営、強化に関する事項。 

 （２）規約案、事業計画案、予算案、決算案、役員人事案の作成。 

 （３）その他総会に付議すべき事項がある場合にはその案の作成。 

 （４）細則の作成並びに決議。 

 （５）部会、プロジェクトチームの設置に関する事項。 

（６）その他本会の運営に関する一切の事項。 

 

（運営） 

第２２条 役員会は、会長が招集する。 

２ 役員会を招集するには、幹事長が会長を代理して事前に通知を発するものとする。 

 ３ 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって行う。 

４ 役員会の議事録は、幹事長が作成するものとする。 

 

第第第第７７７７章章章章    支部、部会支部、部会支部、部会支部、部会    

（支部） 

第２３条 各支部は、支部の選考方法で支部長を選任することが出来る。 

２ 支部長は、支部に必要な体制を組織し、支部の運営に当たる。 

 ３ 各支部は、本部と連携し、本部の活動に協力するものとする。 

４ 各支部は、本部の活動と重複する事項以外は、独自に企画、実行出来る。 

 

（部会） 

第２４条 役員会は、本会の業務執行を円滑かつ効率的を図るため、目的、業務ごとに部会を置くことが

出来る。また当面の重点的対応を要する課題に対しては、期間を区切り特別部会又はプロジェクト

チームを置くことが出来る。 

２ 設置された部会の担務業務は細則において定める。 

３ 部会には、業務に必要な員数の幹事を置くことが出来る。幹事は担当部会長が人選を行い、幹事は

役員会の議を経て幹事長が委嘱する。 
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第第第第８８８８章章章章        会計会計会計会計    

（経費） 

第２５条 本会の運営に必要な経費は、会員により納入される年会費と寄附金をもってこれに充てる。 

２ 特別な経費を必要とするときは、役員会で決定の上、会員に要請することが出来る。 

３ 入金、出金は、役員会で定められた出納責任者が行う。 

 

（会計年度） 

第２６条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とし、年度ごと収支決算を行い、会計監

査を受けなければならない。 

 

第第第第９９９９章章章章        会員名簿管理会員名簿管理会員名簿管理会員名簿管理    

（会員名簿の更新とメールアドレスの登録） 

第２７条 会員は、住所、氏名、職業（勤務先）電話番号に変更があった場合には、直ちに本会に通知す

るものとする。 

２ 運営の円滑化、情報の迅速化、情報共有、通信費減に寄与するため、会員は保有するメールアドレ

スを「ＯＢメールアドレス帳」に登録するものとする。但し、不慣れでメールを使用していない高齢

者などはこの限りでない。 

以上 

 

（付則） 

１ 各支部に属する地域は次のとおりである。 

（１）九州支部   九州及び沖縄、山口県、四国 

（２）関東支部   静岡県、長野県、新潟県以東及び北海道 

（３）関西支部   愛知県、岐阜県、富山県以西 

 海外居住者は、留守宅の支部に属する。 

 

２ 旅費規程 

  役員は以下の旅費を請求することが出来る。 

   九州支部と関東支部の往復は３万円 

   九州支部と関西支部の往復は１万５千円 

   関東支部と関西支部の往復は１万５千円 

 

３ 本会の所在地は次のとおりである。 

   〒８１２－００１８ 福岡市博多区住吉４－２１－１７  

 

４ 本規約は、総会への決議を経て発効する。（発効日は令和２年９月１３日） 


